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最近、社会保障制度をはじめとして、

労働基準関係法制、労働安全衛生対策、

ハラスメント対策などについて、今後の

改革（制度変更）の方向性が立て続けに

示されています。以下で、主に企業実務

に影響がありそうなものを紹介します。 

＜社会保障制度関係＞ 

□ 短時間労働者への被用者保険の適用

について、企業規模要件（従業員 51 人

以上）および賃金要件（いわゆる 106

万円の壁）を撤廃する 

加えて、被保険者となる方の手取り

が減らないよう、保険料の事業主負担

割合を企業の判断で引き上げられる仕

組みの導入も検討 

□ 被用者保険の適用について、常時５

人以上を使用する個人事業所の非適用

業種の解消を図る 

□ 在職老齢年金を見直す（廃止 or 基準

額の引き上げ） 

□ 厚生年金保険の標準報酬月額の上限

（現行 65 万円）を引き上げる 

□ 高額療養費の自己負担限度額を見直

す（引き上げ and 所得区分の細分化） 

など 

＜労働基準関係＞

□ テレワークの実態に合わせたフレッ

クスタイム制（コアデイの導入）を検

討する 

□ 定期的な休日の確保のため、「13 日を 

超える連続勤務をさせてはならない」

旨の規定を労働基準法上に設ける など 

＜労働安全衛生関係＞ 

□ ストレスチェックの実施義務対象を

50 人未満の全ての事業場に拡大する 

など 

＜女性活躍推進・ハラスメント関係＞ 

□ 101 人以上 300 人以下の企業において 

 も、男女間賃金差異の情報公表を義務

とする 

□ 女性管理職比率の情報公表を義務と

する（義務の対象は、101 人以上の企

業） 

□ カスタマーハラスメント対策を、事

業主の雇用管理上の措置義務とする 

など 

＜今後の規制・制度改革の検討課題＞ 

□ 賃金向上、人手不足対応のため、次

のような事項を検討する 

・「年収の壁」支援強化パッケージの手

続き円滑化 

・副業・兼業の円滑化（過度な競業避

止義務の抑制） など 

令和７年にはさらに議論が本格化し、

制度変更の内容が具体化されていくと思

われます。なかには、先送りや立ち消え

となるものも出てくるでしょうが、動向

に注視して、必要な情報を適時お伝えす

るようにします。 

なお、税制においても「103 万円の壁」

の見直しなどが進められていますので、

これについても同様に適時お伝えするよ

うにします。

重要な制度変更の動きあり！ 

社会保障制度・労働基準関係法制など 

［ 今月の NEWS ］

社会保障制度・労働基準関係法制 

などの制度変更の方向性 

（令和６年 12 月初旬の状況） 
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2025（令和７）年１月から、希望する

離職者のマイナポータルに「離職票」を

直接送付するサービスが開始されます。

「離職票（雇用保険被保険者離職票）」

は、離職者が雇用保険の求職者給付（基

本手当等）を受給するために必要となる

書類で、ハローワークが交付するもので

すが、それが離職者に送付されるまでの 

流れに、バリエーションが加わります。 

厚生労働省からリーフレットが公表さ

れていますので、そのポイントを確認して

おきましょう。 

「事業所から離職者に郵送等を行う事

務がなくなる」というのはよいですが、こ

のサービスを利用するためにはいくつか

の条件があります。 

その条件を含め、不明な点があれば、気

軽にお問い合わせください。 

2025 年１月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付 

するサービスを開始します！（厚生労働省のリーフレットより抜粋）  

希望する離職者のマイナポータルへの「離職

票」の直接送付を開始（令和７年１月～） 

［ 今月の NEWS ］
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国税庁から、「令和７年版 源泉徴収の

しかた」が公表されました。これは、会

社や商店などで通常行う源泉徴収事務の

概要を説明したものです。なかでも、最

も重要といえるのは「給与所得の源泉徴

収事務」ですが、そのほか、「退職所得の

源泉徴収事務」なども取り上げられてい

ます。 

「令和７年版 源泉徴収のしかた」で

は、上記のような事務（主に「月々の源

泉徴収事務」）について、その事務のしか 

たが、最新の内容で説明されています。 

令和６年は例外的に定額減税の事務が

ありましたが、令和７年は通常どおりで

す。とはいえ、複雑で正確性を求められ

る事務ですので、令和７年１月からの源

泉徴収事務を行う前に、今一度、確認し

ておきたいところです。 

「令和７年版 源泉徴収のしかた」は、

国税庁のホームページにも掲載されてい

ます。必要であれば、その URL をお伝え

します。 

「令和７年版 源泉徴収のしかた」を公表 

（国税庁） 

［ 今月の NEWS ］

「令和７年版 源泉徴収のしかた」／給与所得の源泉徴収事務（基本を確認） 
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2025（令和７）年４月から、高年齢雇

用継続給付の支給率が、「最高 15％」から

「最高 10％」に引き下げられます。厚生

労働省から、高年齢雇用継続給付を受給

予定の方、申請予定の事業主の方に向け

て、その内容を周知するためのリーフレ

ットが公表されましたので、確認してお

きましょう。 

高年齢雇用継続給付を考慮して、高年

齢者の賃金を決めている場合には、再検

討が必要となります。 

このリーフレットでは、対象者の方の

説明や、改正後の支給率早見表も紹介さ

れていますので、「全文を見てみたい」と

いう場合は、気軽にお声掛けください。 

高年齢雇用継続給付の支給率が 

変更されます（令和７年４月～） 

［ 今月の NEWS ］

令和７年４月１日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します（厚生労働省） 
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個人情報保護委員会から、「中小規模事

業者における個人情報等の安全管理措置

に関する実態調査」の結果が公表されま

した。 

調査対象事業者は、国内に本社を置く

従業員 100 人以下の事業者で、有効な回

答があった 3,821 件の調査結果を集計し

たものとなっています。 

ここでは、調査結果を踏まえた「まと

め～中小規模事業者の個人情報保護に関

する意識の向上～」の内容（抜粋）を紹

介します。 

■ 中小規模事業者においては、個人デ

ータの安全管理措置に関する取組が十

分でない状況にあり、また、漏えい等

報告の義務化を認知していない事業者

が多数を占めており、個人情報の漏え

い等が発生した場合の対応手順を文書

化した規程・マニュアル等を作成して

いる割合も約１割にとどまっている。 

■ これらの要因として、「何をしてよい

か分からない」や「個人情報保護法等

の理解不足」といった個人情報保護に

関する認識不足や、個人情報保護に関 

する担当者の不在といった、限られた経

営リソースの下で十分な体制整備がで

きていない状況が挙げられる。 

■ 中小規模事業者においては、個人情報 

 等の管理に当たり、税理士・社会保険労

務士・弁護士等への相談等を参考にして

いるとの回答が多数あった。 

個人情報保護委員会では、このような

状況を踏まえ、中小規模事業者に対し、

漏えい等事案の報告等の義務化や個人デ

ータの安全管理措置の問題点等を広く周

知し、適切な取扱いを促すために、引き

続き広報・啓発を実施することとし、周

知広報に当たっては、引き続き、士業の

団体（日本税理士会連合会、全国社会保

険労務士会連合会など）などに協力を要

請していくこととしています。 

個人情報等の管理について、社労士も

相談を受けることが多いので、「何をして

よいか分からない」や「個人情報保護法

等の理解不足」といった場合は、気軽に

お声掛けください。 

中小規模事業者の多数が個人データの安全

管理措置が不十分（個人情報保護委員会） 

［ 今月の NEWS ］

中小規模事業者における個人情報等の

安全管理措置に関する実態調査／ 

まとめ 
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日本労働組合総連合会（連合）は、令

和６年 11 月下旬に開催した中央委員会に

おいて、「2025 春季生活闘争方針」を確定

しました。 

その概要を確認しておきましょう。 

□ 連合は、2025 春季生活闘争におい

て、すべての働く人の持続的な生活向

上をはかり、新たなステージをわが国

に定着させることをめざす。 

□ 「賃金も物価も上がらない」とい

う、これまでの社会的規範を変えるこ

とで個人消費の拡大、賃金と物価の好

循環につなげる。  

□ 経済社会の新たなステージを定着さ

せるべく、全力で賃上げに取り組み、

社会全体への波及をめざす。すべての

働く人の生活を持続的に向上させるマ

クロの観点と各産業の「底上げ」「底支

え」「格差是正」の取り組み強化を促す

観点から、全体の賃上げの目安は、 

賃上げ分３％以上、定昇相当分（賃金カ

ーブ維持相当分）を含め５％以上とし、

その実現をめざす。  

□ 中小労組などは格差是正分を積極的

に要求する。 

□ 賃金実態が把握できないなどの事情

がある中小労組は、上記目標値に格差是

正分１％以上を加えた 18,000 円以上・

６％以上を目安とする。 

□ 持続的な賃上げと格差是正に向けて、

適切な価格転嫁・適正取引の取り組みを

強化する。 

春闘は、例年１月にスタートし、３月中

旬に主要企業の集中回答日を迎えます。 

2025 年（令和７年）の動向に注目です。 

1/10 ● 12 月分の源泉徴収税・
1/20 ● 納期特例適用 令和 6年 7 12 月徴収分の源泉徴収税の納付

1/31 

● 12 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 11 月決算法人の確定申告と納税・5月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 2 月・5 月・8 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 
● 労働保険料の納付（延納 3期分） 
● 労働者死傷病報告書の提出（休業 4日未満／令和 6年 10 12 月） 
● 法定調書の提出（税務署） ● 給与支払報告書の提出（市区町村）

令和７年春闘 ５％以上（中小は６％以上）の

賃上げを目指す（連合） 

［ 今月の NEWS ］

「2025 春季生活闘争方針」の概要 

お仕事 

カレンダー

1月
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労働時間とは、正しくは「労働者が使

用者の指揮命令下に置かれている時間」

をいいます。 

これに対して休憩時間とは「単に作業

に従事しない手待ち時間をいうのではな

く、労働者が権利として労働から離れる

ことを保障されている時間」であるとし

ています。 

そこで今回のご質問については、自席

を離れて喫煙所まで行き、喫煙して戻る

までの時間について、労働者が使用者の

指揮命令下に置かれているといえるかが

ポイントとなります。 

大原則として、喫煙は業務ではありま

せん。従って、業務中に自席を離れて喫

煙所まで行き、喫煙をして戻るまでの間

については、会社は休憩時間として取り

扱うことが可能です。 

しかし、喫煙に要する時間が使用者の

指揮命令下に置かれてるのなら話しは別

です。例えば、携帯電話を貸与するなど

し、喫煙中も上司等からの指示を受ける

など業務に従事している状況が垣間見え

るのであれば、労働時間として認定され

ることになると思われます。 

また、過去の裁判例では、喫煙場所で

ある休憩室が自席に近接しており、何か

あればすぐ業務に戻らなければならない

状況のケースの場合、喫煙に要する時間

を労働時間と認定されています。 

上記のとおり、喫煙は業務でないにも

かかわらず、労働時間の定義によって実

務上は「労働時間に含めざるを得ない」

とするケースが多く見受けられます。 

ゆえに喫煙者が堂々と、一日に何度

も、長時間、喫煙所にこもることのない

よう社内ルールを整備するなど、非喫煙

者から不公平との声が上がらない仕組み

づくりを心がけることが必要でしょう。 

人事労務の相談室 Ｑ＆Ａ 

［ 労務情報 ］

Ｑ．

当社は、受動喫煙対策として、屋外に

喫煙所を設置しています。この場合、

喫煙所までの移動時間についても労働

時間ということになるのでしょうか？

Ａ． 

自席を離れてから戻るまでの時間につ

いては休憩時間として扱うことが可能

です。ただし、個別事情により労働時

間に認定されるケースもあります。

今回のポイント 

喫煙と労働時間 

まとめ 
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値）

定期給与 現金給与総額（2024 年 9 月)

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 
291,712 円 377,722 円 305,579 円 277,986 円 266,794 円 

労働関係指標（2024 年 10 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.25 倍 

有効求人数 

全国 2,437,773 人

有効求職者数 

全国 1,922,809 人 

広島県 1.44 倍 広島県 65,178 人 広島県 45,297 人 

福山市 1.63 倍 福山市 12,921 人 福山市  7,942 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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参考：労働力調査 - 統計情報 ¦ 広島県 (hiroshima.lg.jp)他

※完全失業率：「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合

参考：労働力調査 - 統計情報 ¦ 広島県 (hiroshima.lg.jp)他

労働関係指標（2024 年 7 月～9 月期平均) 

完全失業率 

広島県 2.0% 

完全失業者数 

広島県  29,000 人

就業者数 

広島県 1,456,000 人 

東京都 2.4% 東京都 212,000 人 東京都 8,479,000 人 

大阪府 3.2% 大阪府 155,000 人 大阪府 4,758,000 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

2020年
7-9月 10-12月

2021年
1-3月 4-6月 7-９月 10-12月

2022年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月

2023年
1-3月 4-6月 7-９月 10-12月

2024年
1-3月 4-6月 7-9月

完全失業者数（広島県）と完全失業率

完全失業者数（広島県） 全国 中国地方 東京都 大阪府 広島県 岡山県

1,447,000 1,448,000 

1,422,000 

1,450,000 

1,440,000 

1,442,000 

1,433,000 

1,457,000 

1,449,000 

1,454,000 

1,429,000 

1,458,000 
1,455,000 

1,453,000 

1,431,000 

1,462,000 

1,456,000 

1410000

1420000

1430000

1440000

1450000

1460000

1470000

2020年
7-9月 10-12月

2021年
1-3月 4-6月 7-９月 10-12月

2022年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月

2023年
1-3月 4-6月 7-９月 10-12月

2024年
1-3月 4-6月 7-9月

就業者数（広島県）
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【為せば成る、為さねば成らぬ、 

何事も、成らぬは人の為さぬなりけり】 

江戸時代屈指の名君・米沢藩主・上杉

鷹山の言葉です。「何事もやろうと思って

努力すれば、必ず実現できる。逆に、無

理だと思ってあきらめ努力をしなけれ

ば、絶対に実現できない」。つまり「どん

なことでも強い意志をもってやれば、必

ず成就する」という、やる気と行動に起

こす大切さを鷹山は説いています。 

上杉謙信を祖とする名門上杉家の藩主

に鷹山が就任したとき、財政は火の車で

およそ 160 億円の借金をかかえていたと

言われています。この破綻寸前の上杉家

を存続させるためには、大改革を行うこ

とでの借金完済しか道はありません。 

辛く厳しい状況にあった鷹山が不退転

の決意で発した言葉なのだと思うと、力

強さだけでなく経営者の孤独さも感じる

名言です。その後、見事に米沢藩の財政

再建を成し遂げた上杉鷹山は、今でも多

くの経営者からの尊敬を集めています。 

【人を相手にせず天を相手にせよ。 

天を相手にして己を尽くし、人を咎め

ず、我が誠の足らざるを尋ぬべし】 

幕末・明治初期の政治家、軍人で、維

新の三傑の一人と称された西郷隆盛の言

葉です。「人を相手にしないで、天を相手

にするようにしなさい。大いなる天を相

手にするようなつもりで、自分自身の精

一杯を尽くし、人の非をとがめるような

ことはしてはならない。そして、もしそ

れがうまくいかないなら、自分の真心の

足りないことを反省しなさい」。と説いて

います。 

西郷さんは、座右の銘「敬天愛人（天

を敬い人を愛する）」にもある「天」を人

生において強く意識していたようです。

『お天道様が見てるよ』ではありません

が、誠意や真心を尽くしていれば、天は

必ずそれを見てくれています。だから、

人からどうのこうの言われようと気にせ

ず、自分が正しいと信じることを一生懸

命に取り組みなさいという西郷さんの思

いや信念が伝わってくる名言です。 

□

偉人・名将の一言一行 

［ 歴史探訪 ］

なせば成る 

なさねば成らぬ 

なにごとも 

上杉鷹山 

人を相手にせず 

天を相手にせよ 

西郷隆盛 
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ゆんたくひんたく 

［ coffee break ］


